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指宿市議会基本条例逐条解説 

 

指宿市議会基本条例                       平成27年 指宿市条例第22号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条） 

第２章 議会及び議員の活動原則（第２条―第４条） 

第３章 議会及び議員の役割，責務等（第５条―第９条） 

第４章 議員の政治倫理（第10条）  

第５章 市民と議会の関係（第11条・第12条）  

第６章 行政と議会の関係（第13条―第15条） 

第７章 自由討議の保障（第16条） 

第８章 委員会の活動（第17条） 

第９章 政務活動費（第18条） 

第10章 議会及び議会事務局の体制整備（第19条―第21条） 

第11章 議員の身分及び待遇（第22条・第23条） 

第12章 最高規範性（第24条） 

第13章 見直し手続（第25条） 

附則 

 平成 18年１月１日，旧指宿市，旧山川町及び旧開聞町の合併により，「豊かな資源

が織りなす 食と健康のまち」を将来都市像とする指宿市が誕生し，同年２月 12日に

行われた選挙により選出された議員によって「指宿市議会」が発足した。 

指宿市議会（以下「議会」という。）は，市長及び議会の二元代表制の下，地方公共

団体の事務執行の監視機能及び議決機能を十分発揮しながら，日本国憲法に定める地

方自治の本旨の実現を目指すものである。 

地方分権の時代にあって，自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大する中，議

会が市民の代表機関として，地域における民主主義の発展と市民福祉の向上に果た

す役割は，ますます大きくなっている。 

よって，ここに議会の公正性及び透明性を確保することにより，市民に開かれた議

会の実現及び議会への市民参加を推進するため，指宿市議会基本条例を制定する。 

 

【解説】 

  前文は，この条例を制定するに当たっての指宿市議会の使命，役割及び決意を述べています。 

指宿市議会は，市長との二元代表制の下，選挙で選ばれた公職として，議会の果たすべき地

方公共団体の事務執行の監視機能及び議決機能を十分発揮し，地方自治の本旨の実現を目指す

こととします。また，近年の本格的な地方分権の進展に伴い，地域における民主主義の発展と

市民福祉向上に議会が果たす役割は，ますます大きくなっています。 

このようなことから，議会の公正性及び透明性を確保することで，市民に開かれた議会の実

現及び議会への市民参加を推進するため，この条例を制定するものです。 
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第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は，議会が担う役割を果たすための基本的事項を定めることにより，

市民の負託に応えるとともに，議会活動の活性化を図り，開かれた議会を実現する

ことを目的とする。 

 

【解説】 

  この条例は，議会が担う役割を果たすための基本的事項を定めることで，「議会活動の活性

化」を図り，「市民に開かれた議会の実現」を目的とすることを明文化しています。 

 

第２章 議会及び議員の活動原則 

(議会の活動原則) 

第２条 議会は，次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

(1) 公正性，透明性及び独自性を確保し，市民に開かれた議会とすること。 

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し，市政に反映させること。 

(3) 市民にとって分かりやすい言葉を用いた説明に努めること。 

(4) 議会の申合せ事項は，不断に見直しを行うこと。 

 (5) 市民の傍聴の意欲を高めるような議会の運営を行うこと。 

 

【解説】 

  議会が活動するに当たっての原則を定めています。 

  議会は，市民の代表機関として，公正性，透明性及び独自性を確保するとともに，市民の多

様な意見を把握し，市政に反映させ，市民に開かれた分かりやすい議会運営を行います。 

  また，市民からの信頼性を高めるため，議会の申合せ事項を不断に見直すほか，議会に関す

る情報を積極的に提供するなど，市民の傍聴意欲が高まるような運営に努めます。 

 

(議員の活動原則)  

第３条 議員は，次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し，議員相互間 

の自由な討議の推進を重んじること。 

(2) 市政の課題全般について，市民の意見を的確に把握するとともに，自己の能力 

を高める不断の研さんによって，市民の代表にふさわしい活動を行うこと。 

(3) 一部の団体及び地域の代表としてだけでなく，市民全体の福祉の向上を目指し 

て活動すること。 

(4) 議会を代表して委員会，協議会，組合議会その他の会合に出席したときは，文 

書により報告し，申出に応じて，その内容を議員懇談会で説明すること。 

 

 

http://w3.satsumasendai.jp/reiki/reiki_honbun/r054RG00001353.html#l000000000#l000000000
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【解説】 

  議員が活動するに当たっての原則を定めています。 

  選挙によって選ばれた市民の代表である議員は，その負託に応えるため，議員間の自由な討

議を尊重し，市民の意見を的確に把握するとともに，自己の能力を高める努力を続け，市民全

体の福祉の向上を目指して活動しなければなりません。 

  また，議会を代表して活動した場合は，その情報を議員間で共有しようとするものです。 

 

(会派)  

第４条 議員は，政治上の主義及び主張を同じくする複数の議員で，調査研究，政策

立案等を目的とする団体として会派を結成することができる。 

 

【解説】 

  合議機関である議会において，同じような考え方や意見を持っている議員同士が，議員集団

として調査研究，政策立案等を行うことを目的として，会派を結成することができることを定

めています。 

 

第３章 議会及び議員の役割，責務等 

(議会の役割)  

第５条 議会は，第２条に規定する活動原則に基づき，次の役割を担うものとする。 

(1) 市の施策が適正かつ効率的に実施されているかを市民の立場に立って監視  

及び評価すること。 

(2) 市民の多様な意見を市政に反映させるための政策立案，提言等を積極的に行う 

こと。 

(3) 専門的事項に係る調査研究を行い，政策立案機能の充実及び強化に努めること。 

(4) 議会に関する条例，規則その他規程を遵守するとともに，議会運営に関する申 

合せ事項を尊重し，信頼性のある議会運営に努めること。 

 

【解説】 

  条例の制定その他，地方公共団体の行政運営の基本的事項について，審議し，決定する権 

 能を有する議事機関として，議会が担う役割について，第２条に規定した活動原則に基づき， 

定めています。 

 市の施策について，市民の立場に立って監視及び評価するとともに，市民の多様な意見を 

市政に反映させるための政策の立案や提言等を積極的に行うほか，専門的事項に係る調査研 

究を行うこと。また，議会に関する法令等の遵守はもちろん，議会運営に関する申合せ事項 

を尊重し，信頼性のある議会運営に努めることが求められています。 

 

 (議員の役割) 

第６条 議員は，第３条に規定する活動原則に基づき，次に掲げる役割を担うものと

http://w3.satsumasendai.jp/reiki/reiki_honbun/r054RG00001353.html#e000000094#e000000094
http://w3.satsumasendai.jp/reiki/reiki_honbun/r054RG00001353.html#e000000115#e000000115


4 

 

する。 

(1) 地域の課題のみならず，多様な市政の課題と市民の意向を的確に把握し，市民 

全体の福祉向上を目指すこと。 

(2) 政策立案及び政策提言能力向上のため，研修及び調査研究に努めること。 

(3) 様々な手段や媒体を通じ，市民への情報発信に努めること。 

(4) 地方分権時代における議員の在り方について調査研究に努めること。 

 

【解説】 

  第３条に規定する議員の活動原則に基づき，議員が市民の代表者として，市民福祉向上の 

ために活動する上で担うべき役割を定めています。 

議員は，自らの選挙区における地域的な課題だけでなく，広く市政全体を見据え，市民全 

体の福祉の向上を目指すこと。また，政策の立案や提言能力向上のほか，地方分権時代にお

ける議員の在り方等について研修・調査研究を行うとともに，様々な手段や媒体を通じた積

極的な情報発信に努めることが求められます。 

 

(議会の責務)  

第７条 議会は，市の施策に対する意思決定を行う議決機関として，適切な判断と責

任ある活動を行わなければならない。 

 

【解説】 

議会は，市民の多様な意見を代表する“市民代表性”の高い機関であり，市の施策に対す 

る意思決定を行う議決機関として，適切な判断と責任ある活動を行なわなければならないこ

とを責務として明らかにしています。 

 

(議長の責務) 

第８条 議長は，議会を代表し，中立公正な職務遂行に努めるとともに，民主的かつ

効率的な議会運営を行わなければならない。 

 

【解説】 

議会には，議会の統括機関として，議会における活動を主宰し、対外的に議会を代表する 

者として，議長を置くこととされていますが，議長には，様々な権限が与えられていること

から，議長の職務上の責務を明らかにしています。 

議長は職務遂行に当たり，議会の代表者として常に中立・公正な立場で職務を行うととも

に，民主的かつ効率的な議会運営を行わなければならないという議長の責務を定めています。 

 

(議員の責務) 

第９条 議員は，市民の負託を受けて議員に選出されたことを自覚し，議員として必

要な資質の向上に努めるとともに，誠実かつ公正な職務の遂行に努めなければなら

ない。 
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【解説】 

  市民から負託を受けた議員の責務を定めています。 

議員は，選挙により選ばれた市民の代表であることを常に自覚し，議員としての品位保持 

  と資質向上に努めるとともに，一人ひとりが誠実かつ公正な職務を行うことで，常に市民か

ら信頼を得られるように努めなければなりません。 

 

 

第４章 議員の政治倫理  

(議員の政治倫理)  

第10条 議員は，市民全体の代表者として，議員としての職務に専念し，その倫理性

を常に自覚して，自己の地位に基づく影響力を不正に行使することによって市民の

疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。 

 

【解説】 

  議員は，市民の代表であり，議会の構成員として，市勢発展や市民福祉の向上のため，常 

に高い倫理観を持って職務に専念する義務が課せられています。特定の利益のために自己の 

地位による影響力を不正に行使し，市民の疑惑を招くことがあってはならないという議員の 

倫理的義務を定めています。 

 

 

第５章 市民と議会の関係  

(市民参加及び市民との連携)  

第11条 議会は，その活動に関する情報公開を徹底するとともに，市民に対する説明

責任を果たさなければならない。 

２ 議会は，委員会の運営に当たり，公聴会制度及び参考人制度を活用して，市民の

意見等を議会の審議に反映させるよう努めるものとする。 

３ 議会は，請願及び陳情を市民による政策提案と位置付けるとともに，その審議に

おいては，これらの提案者の意見を聴く機会を設けることができる。 

４ 議会は，市民との意見交換の機会を設けることにより，議会及び議員の政策提案

機能の強化及び拡大を図るものとする。 

 

【解説】 

  より開かれた議会を目指し，市民に対する説明責任を果たすとともに議会に関する市民参 

加と連携を促進するため，議会が果たすべき役割を示しています。 

議会は，その活動に関する情報公開を徹底するとともに委員会運営において，公聴会制度 

及び参考人制度を活用することや請願・陳情の審査に際し，提案者からの意見聴取が行える

こと，さらに，政策提案機能の充実・強化のために市民との意見交換の機会を設けることな

どを定めています。 
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 (議会報告会)  

第12条 議会は，市政の諸課題に柔軟に対処するため，市政全般にわたって，議員及

び市民が自由に情報及び意見を交換する議会報告会を行うものとする。 

 

【解説】 

  議会活動や市政に関する情報を市民と共有するため，積極的に議員自らが出向き，議会と 

市民との直接の意見交換の場として，議会報告会を開催することを定めています。 

 議会報告会は，議会として審議・審査された内容や経過等を説明し，市民から意見を伺い， 

議会活動に反映させることを目的として行います。 

 

 

第６章 行政と議会の関係 

(市長等との関係)  

第13条 議会は，市長その他の執行機関及びその補助職員（以下「市長等」という。)

と常に緊張ある関係を保持し，事務執行の監視及び評価を行うものとする。 

２ 議長から本会議又は委員会に出席を要請された市長等は，議長又は委員長の許可

を得て，議員からの質問等に対してより論点・争点を明確にするため，反問するこ

とができる。 

 

【解説】 

 議会と市長等との関係について定めています。議会は，市長等とそれぞれの役割を踏まえ

た上で，常に緊張感のある関係の下で，事務執行の監視及び評価を行うこととします。 

第２項では，市長等は本会議及び委員会において，議員からの質問等に答えるだけでなく， 

論点・争点を明確にし，市民にわかりやすい議論にするとともに，議論の質の向上を図るた

め，議長又は委員長の許可を得て，議員に対して反問することができる旨を定めています。   

答弁を行う者に対して，反問権を付与することによって，論点が明確になり掘り下げた議

論が期待できるとともに，議員自らも市政に対する更なる研さんが求められます。 

 

 (市長等に対する施策等の説明要求)  

第14条 議会は，市の基本構想並びに市民生活に影響を及ぼすことが予想される施策

及び事業（以下「施策等」という。)について，市長等に対し，その施策等の形成過

程等を明らかにするため，次に掲げる事項について説明を求めることができる。 

(1) 施策等の根拠 

(2) 提案に至るまでの経緯 

(3) 他の地方公共団体における類似する施策等との比較検討 

(4) 施策等への市民参加の実施の有無とその内容 

(5) 市の総合計画との整合性 
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(6) 財源措置 

(7) 将来にわたるコスト計算 

(8) 前各号に掲げるもののほか，議会が必要と認める事項 

 

【解説】 

  議会は，市長から提案される重要な施策等について，十分な情報に基づき審議する必要が 

あります。これは，議会審議における公正性・透明性の確保及び論点の明確化を図るためです。 

 施策等の根拠や提案に至った経緯，他の類似団体との比較，市の総合計画との整合性，さ 

らには，実施に当たっての財源措置や将来にわたるコスト計算等について説明を求めること 

で，提出される施策等の信頼性が高まると考えられます。 

 

(予算及び決算の審議における説明要求)  

第15条 議会は，予算及び決算の審議に当たっては，前条の規定に準じて，市長等に

対し，施策等に係る政策に関する説明を求めることができる。 

 

【解説】 

  予算及び決算の審議においても，前条の市長から提案される重要な施策等と同様，十分な 

情報に基づいて審議するため，説明を求めることができる旨を定めています。 

 

 

第７章 自由討議の保障 

(議員間討議)  

第16条 議員は，議会の権限を発揮するため，委員会において，積極的に議員相互間

の討議に努めなければならない。 

 

【解説】 

  議員は，議会が議論の場であることを認識し，その権限を発揮するため，委員会における 

審査において，その論点や争点をより明確にすることを目的に，議員間で積極的に討議を行 

い，議論を尽くすよう努めなければならないことを定めています。 

 

 

第８章 委員会の活動 

(委員会の活動等)  

第17条 委員会は，その所管に属する事項について調査又は審査を行うときは，専門

的な視点から効率的かつ効果的な審議を行うよう努めなければならない。 

２ 委員会は，その所管に属する事務に関する調査のための活動を積極的に行うもの

とする。 

３ 委員会の委員長は，委員会の議事の整理及び秩序の保持について，その責務を果

http://www.city.minamikyushu.lg.jp/contents/html/reiki_int/reiki_honbun/r378RG00000884.html#e000000212#e000000212
http://w3.satsumasendai.jp/reiki/reiki_honbun/r054RG00001353.html#e000000238#e000000238
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たさなければならない。委員長の職務を代行する場合の副委員長についても，同様

とする。 

 

【解説】 

  委員会の活動における原則を定めたものです。 

委員会は所管事項について，調査又は審査を行うときは，専門性と特性を生かして，効率 

的かつ効果的な審議を行うよう努めること，及び所管事務に関する調査のための活動を積極

的に行うこととします。 

また，委員長は，委員会において，中立・公正な立場で議事の整理及び秩序保持に努め，

審査が円滑かつ効率的に行われるよう，その責務を果たさなければなりません。委員長の職

務を代行する場合の副委員長においても当然，委員長同様の責務を有することになります。 

 

 

第９章 政務活動費 

(政務活動費の執行等)  

第18条 政務活動費は，議員による政策研究，政策提言等が確実に実行されるよう，

指宿市議会政務活動費の交付に関する条例（平成18年指宿市条例第５号）に基づ 

き，議員に対して交付するものとする。 

２ 政務活動費の交付を受けた議員は，公正性，透明性等の観点に加え，その支出

根拠が議会の議決事項である予算に依拠することから，市民等から疑義が生じな

いよう，議長に対して証票類を添付した報告書を提出するとともに，常に市民に

対し説明責任を負うものとする。 

 

【解説】 

  議員の市政に関する調査研究その他の活動に充てるため，政務活動費を交付できることが 

地方自治法で定められており，本市においても条例に基づき政務活動費を交付しています。 

 議員は，交付を受けた政務活動費の支出に当たっては，公正性・透明性等の観点に加え， 

市民の税金で賄われていることに鑑み，市民等から疑義が生じないよう領収書等を添付した 

報告書を議長に提出することを義務付けています。  

 本市においては，政務活動費の透明性の確保を図り，より適正な執行を図ることを目的に， 

支出に当たっての判断基準や事務手続等を示した「政務活動費運用の手引き」を作成してお 

り，本手引きに則った運用をすることとしています。 

 

 

第10章 議会及び議会事務局の体制整備 

(議員研修及び調査研究の充実)  

第19条 議会は，議員の政策立案及び政策提言能力の向上等を図るため，議員に対す

る研修の充実を図るものとする。 

２ 議会は，前項の研修に当たり，各分野の専門家等による研修会を開催することが

http://w3.satsumasendai.jp/reiki/reiki_honbun/r054RG00001353.html#e000000327#e000000327
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できるものとする。 

３ 議会は，他の自治体の議会との連携等を通じて，地方分権時代にふさわしい議会

の在り方について調査研究を必要に応じて行うものとする。 

４ 議会は，議員の調査研究に資するため，議会図書室の充実に努めるものとする。 

 

【解説】 

  議員の政策立案及び政策提言能力の向上等を図るため，議会が主体的に研修の充実強化を 

図ります。研修に当たっては，多岐にわたる課題に対応するため，幅広い分野の専門家等を 

招いて開催できることとします。また，地方分権時代にふさわしい議会の在り方について， 

他自治体の議会との連携等を通じて調査研究するとともに，議員の調査研究に資するため， 

議会図書室の充実に努めてまいります。 

 

(議会事務局の体制整備)  

第20条 議会は，議会及び議員の政策形成，立案機能の向上等を図るため，議会事務

局の調査及び法制機能の充実を図るものとする。 

 

【解説】 

  議会事務局は，議会に関する事務を執行し，議会がその機能を発揮し，効率的な議会運営 

が行えるよう議会の活動を補佐するための組織です。 

地方分権時代にあって，議会の政策形成能力の向上が求められる中，議会の構成員である

議員の政策形成や立案機能に関する活動を十分に補佐できるよう議会事務局の組織体制の充

実を図ることを定めています。 

 

(広報広聴活動の充実) 

第21条 議会は，議会の活動及び市政に係る重要な情報を，議会独自の視点から，市

民に対して，周知するよう努めるものとする。 

２ 議会は，多様な手段を活用することにより，多くの市民が議会と市政に関心を持

つよう議会の広報広聴活動の充実に努めるものとする。 

 

【解説】 

  議会は，議会活動や市政に関する重要な情報の発信に当たっては，いぶすき市議会だより 

や市ホームページを充実させるほか，情報技術の発達を踏まえた多様な手段を活用すること， 

及び議会報告会や意見交換会を通して，さらに，多くの市民が議会や市政に対して，関心を 

持っていただけるよう広報広聴活動の充実に努めてまいります。 

 

 

第11章 議員の身分及び待遇 

(議員定数)  

第22条 議員定数は，指宿市議会議員定数条例（平成21年指宿市条例第25号）で定め
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る。 

２ 議会は，前項の定数を改めるに当たっては，行財政改革の視点だけでなく，市政

の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに，広く市民の

意見を聴取するものとする。 

 

【解説】 

  本市議会の議員定数は，指宿市議会議員定数条例により 20人と定められています。 

議員定数を改める際は，単に行財政改革の視点だけでなく，市の現状や市が抱える課題及 

び将来予測・展望など，長期的かつ多面的な見地に立つとともに，幅広く市民の意見も聴き

ながら慎重に検討してまいります。 

 

(議員報酬) 

第23条 議会は，議員報酬の改定に当たっては，指宿市特別職報酬等審議会条例（平

成18年指宿市条例第38号）に規定する指宿市特別職報酬等審議会の意見を尊重する

とともに，議会の意見を反映し，その報酬の額が，議員の職務及び職責にふさわし

いものとなるよう努めるものとする。 

 

【解説】 

  議員報酬を改める際は，市長の諮問機関である指宿市特別職報酬等審議会の意見を尊重し， 

かつ，議会の意見を反映させることとします。また，報酬の額は，議員の活動が議会の会議 

出席のほか，市や関係団体が開催する各種会議への出席，地域活動や市民団体活動への参加 

など，多岐にわたっているといった議員の職務や職責にふさわしい額となるよう努めるもの 

とします。 

 

 

第12章 最高規範性 

(最高規範性)  

第24条 この条例は，議会の運営における最高規範であって，議会は，この条例の趣

旨に反する議会に関する条例，規則その他規程を制定してはならない。 

 

【解説】 

  指宿市議会における基本的事項を定めた本条例は，議会に関する他の条例・規則等の中で 

最高規範であることを規定しています。 

なお，本条例は，他の条例との間に法的に効力の優劣があるものではなく，制定目的やそ 

の内容から最高規範性を有していると考えています。このようなことから議会に関する他の

条例等の制定改廃は，本条例の趣旨に反するものであってはならないことを定めています。 

 

 

 

http://w3.satsumasendai.jp/reiki/reiki_honbun/r054RG00001353.html#l000000000#l000000000
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第13章 見直し手続 

(見直し手続)  

第25条 議会は，この条例の施行後，社会情勢の変化，市民の意見等を勘案し，必要

があると認めるときは，この条例の規定について検討を加え，その結果に基づいて

所要の措置を講ずるものとする。 

 

【解説】 

  議会改革を推進するために，社会情勢の変化等により，必要に応じて本条例の施行状況を 

把握・検討し，見直しを行うこととします。このことにより，本条例は常に進化していくこ 

とを示しています。  

 

附 則 

 この条例は，平成27年４月１日から施行する。 

 

【解説】 

  本条例の施行日を，平成 27年 4月１日とするものです。 

「施行」とは，法令の効力を一般的，現実的に発動し，作用させることで，法令は，公布・ 

施行されて始めて効力が発生します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


